
 

環境局長表彰実施要綱施行細則 

 

（課長等） 

第１条 この施行細則における「課長等」とは、大阪市事務分掌規則（昭和 24年９月 15日規則

第 133号）第２条により設置された課長、担当課長、大阪市事業所事務分掌規則（昭和 37年

２月１日規則第５号）第２条により設置された事業所の長及び中部環境事業センター事業推進

担当課長（中部環境事業センター出張所長）をいう。 

 

（欠格事由） 

第２条 環境局長表彰実施要綱（以下「要綱」という。）第８条第１項の別に定める欠格事由

は、次の各号に掲げるものとする。 

（1）無届欠勤又は事故欠勤があった職員 

（2）遅参又は早退を２回以上行った職員 

（3）病気休暇を２回かつ 15日以上取得した職員 

（4）給与差押を受けた職員 

（5）懲戒処分又は市長若しくは局長による行政措置を受けた職員 

（6）「大阪市職員の分限処分等に関する要綱」に規定する適正化指導の対象となった職員 

（7）その他、課長等が表彰にふさわしくないと思料する職員 

 

（委員会細則） 

第３条 要綱第 11条第３項に規定する委員会の設置等に関して必要な事項は、次の各号に掲げ

るとおりとし、次条から第７条までに規定する。 

（1）委員会の構成 

（2）推薦手続き等 

（3）審査の方法等 

（4）審査の基準等 

 

（委員会の構成） 

第４条 委員会は、別表第１で規定する局部長級職員（以下「局部長級職員」という。）及び別

表第２で規定する課長級職員で構成する。 

 

（推薦手続き等） 

第５条 職員課長は、基準日の経過後、速やかに課長等に優良賞に係る推薦依頼を行う。 



２ 課長等は、前項の依頼に基づき、職員又はグループの行為が優良賞に該当すると思料する場

合には、様式１により推薦を行うことができる。 

３ 課長等は、職員又はグループの行為が特別賞に該当すると思料する場合には、都度、職員課

長に対して、様式２により推薦を行うことができる。 

４ 課長等は、所管する課又は事業所全体の行為が努力賞に該当すると思料する場合には、都

度、職員課長に対して、様式３により推薦を行うことができる。 

５ 第３項又は前項に定める推薦手続きについて、課長等の推薦によりがたい場合は、局部長級

職員による推薦に代えることができる。 

 

（審査の方法等） 

第６条 優良賞における委員会の審査は、第１次審査、第２次審査の順に行う。 

２ 第１次審査は、前条第２項の規定により推薦された事由ごとに、別表第３に定める者が審査

を行い、第２次審査で審査する表彰対象事由を選定する。 

３ 第２次審査は、前項の規定により選定された事由について、局部長級職員が審査を行い、受

賞の可否について決定を行う。 

４ 特別賞及び努力賞における委員会の審査は、前条第３項又は第４項の規定により推薦された

事由について、局部長級職員が審査を行い、受賞の可否について決定を行う。 

５ 委員会が行った選定及び決定に対して、職員は異議を申し立てることはできない。 

 

（審査の基準等） 

第 7条 前条第２項及び第３項に規定する審査は、市民志向、チャレンジ精神、プロ意識、継続

性、創意性、推薦のあった行為が他に与える効果・影響等を総合的に勘案して行うものとす

る。 

２ 前条第４項に規定する審査は、過去の所属長表彰事例との均衡等を勘案して行うものとす

る。 

３ 同一の事由により複数の職員が優良賞又は特別賞に推薦された場合においては、グループで

の推薦の場合を除き、各職員の行為の状況に応じて、個々、本条の基準に基づき、審査を行う

ものとする。 

 

（その他の事項） 

第８条 この細則の施行に必要な事項は、別に定める。 

  

附 則 



この施行細則は、平成 23年７月 25日から実施する。 

 

附 則 

この施行細則は、平成 24年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この施行細則は、平成 25年９月９日から実施する。 

 

附 則 

この施行細則は、平成 25年 10月１日から実施する。 

 

附 則 

この施行細則は、平成 26年３月１日から実施する。 

 

附 則 

この施行細則は、平成 26年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この施行細則は、平成 26年 11月 12日から実施する。 

 

附 則 

この施行細則は、平成 26年 12月１日から実施する。 

 

附 則 

 この施行細則は、平成 27年４月１日から実施する。 

 

附 則 

 この施行細則は、平成 29年４月１日から実施する。 

 

附 則 

 この施行細則は、令和元年５月１日から実施する。 

 

附 則 



 この細則は、令和３年４月１日から実施する。 

 

附 則 

 この細則は、令和５年４月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条関係） 

局部長級職員 

環境局長 

環境局理事（他団体に派遣されている者を除く。） 

総務部長 

改革推進担当部長 

環境施策部長 

エネルギー政策担当部長 

環境管理部長 

事業部長 

 

別表第２（第４条関係） 

課長級職員 

総務部総務課長 

総務部職員課長 

総務部斎場霊園担当課長 

環境施策部環境施策課長 

環境管理部環境管理課長 

事業部事業管理課長 

環境事業センター所長（環境局長が指名する者） 

 

別表第３（第６条関係） 

推薦された事由 審査者 

総務部、環境施策部、環境管理部及び事

業部（事業所等関係のものを除く。）の

事由 

総務部総務課長 

総務部職員課長 

環境施策部環境施策課長 

環境管理部環境管理課長 

事業部事業管理課長 

事業部及び総務部の事業所等関係の事由 総務部職員課長 

事業部事業管理課長 

総務部斎場霊園担当課長 

環境事業センター所長（環境局長が指名する者） 

 


